
                                                                         

介護保険負担限度額認定の要件について   

居住費・食費の自己負担限度額（１日あたり） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○申請時に必要な書類 
・申請の際には、同封の「申請書」と「同意書」にご記入のうえ、「預貯金等の金額が
わかる書類（※裏面参照）」を添えてご提出ください。 

・配偶者の方がいらっしゃる場合には、夫婦２人分の添付書類が必要です。 

 
○注意事項 
・非課税年金（遺族年金と障害年金）を受給されている方は、非課税年金の種
別の申告をしてください。 

 
・申請内容を審査し、対象となられる場合は、介護保険負担限度額認定証、及び
決定通知書を８月以降にお送りします。 

 

 

 

 
利用者 

負担段階 
所得の状況※1 

預貯金等の 

資産※2の状況 

居住費（滞在費） 

食費 
従来型個室 多床室 

ユニット

型個室 

ユニット型 

個室的多床室 

１ 
生活保護受給者の方等 単身：1,000 万円以下 

夫婦：2,000 万円以下 

550 円 

(380 円) 

0 円 880 円 550 円 300 円 

 世

帯

全

員

が

市

民

税

非

課

税 

老齢福祉年金受給者の方 

２ 
前年の合計所得金額＋年金収入額

が 80.9 万円以下の方 

単身：650 万円以下 

夫婦：1,650 万円以下 

550 円 

(480 円) 

430 円 880 円 550 円 390 円 

【600 円】 

３－① 
前年の合計所得金額＋年金収入額

が 80.9 万円超 120 万円以下の方 

単身：550 万円以下 

夫婦：1,550 万円以下 

1,370 円 

(880 円) 

430 円 1,370 円 1,370 円 650 円 

【1,000 円】 

３－② 
前年の合計所得金額＋年金収入額

が 120 万円超の方 

単身：500 万円以下 

夫婦：1,500 万円以下 

1,370 円 

(880 円) 

430 円 1,370 円 1,370 円 1,360 円 

【1,300 円】 



 

 

※「預貯金等」として扱うもの 

種   類 
添付書類として 

提出いただくもの 

Ａ．預貯金（普通・定期） 

通帳の残高ページの写し（インターネットバ

ンクであれば、口座残高ページの写し） 

※申請日の直近２ヶ月以内のもの 

Ｂ．有価証券（株式・国債・地方債・

社債等） 

有価証券を購入した証券会社や銀行の口

座残高の写し（ウェブサイトの写しも可） 

※申請日の直近２ヶ月以内のもの 

Ｃ．金・銀（積立購入を含む）等、購

入先の口座残高によって時価評価

額が容易に把握できる貴金属 

購入先の銀行等の口座残高の写し（ウェ

ブサイトの写しも可） 

Ｄ．投資信託 

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残

高の写し(ウェブサイトの写しも可） 

※申請日の直近２ヶ月以内のもの 

Ｅ．現金 自己申告による 

Ｆ．負債（借入金・住宅ローン等） 借用証書等の写し 

 
※生命保険・自動車・時価評価額の把握が困難な貴金属（腕時計・宝石等） 

・その他高価なもの（絵画・骨董品・家財等）は「預貯金等」に含みません。 
 
※上記Ａ～Ｄについては、➊銀行名・支店・口座番号・名義のわかる部分と、 

❷申請日の直近２ヶ月以内で最終の残高がわかる部分の写しを添付してくださ
い。 

 


